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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月28日に提出した第25期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

  

第６ 提出会社の株式事務の概要 

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は＿線で示しております。 

第一部  企業情報 

第４ 提出会社の状況 

 ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

 (1)～（4）  略  

(訂正前)  

(5)  記載なし 

  

(訂正後)  

(5)  当社定款のにおける定めの概要 

①  取締役の定数および選任の決議要件 

当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。 

なお、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の1以上を有する株主が出席

し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする

旨を定款に定めております。 

②  自己株式の取得の取得 

会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定

めております。 

③ 中間配当 

当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めて

おります。 

④  株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第３０９条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の1以

上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総

会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

⑤  責任限定契約の内容の概要 

当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間で、同法第423条第１項の損害賠償責任に関

し、同法425条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結することができる旨定款に定めており

ます。 

  

第６ 提出会社の株式事務の概要  

(訂正前)  

（注）記載なし     

  

(訂正後)  

（注）当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式につい

て、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。    



(１) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

(２) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

(３) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 
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